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教務 57 

人権に関する法令等 
・日本国憲法 

・教育基本法 

・学習指導要領 

・人権教育及び人権啓発の推進に関す

る法律 

・人権教育・啓発に関する基本計画 

・東京都オリンピック憲章にうたわれ

る人権尊重の理念の実現を目指す条

例 

・東京都人権施策推進指針 

・東京都教育委員会の教育目標及び基

本方針 

・人権教育の指導方法等の在り方につ

いて 

・児童の権利に関する条約 

・江戸川区子どもの権利条例 等 

目標策定の方針 

・幼児、児童、生徒の実態 

・保護者の願い 

・学校運営連絡協議会からの

意見等 

人権教育の目標 
・基礎的・基本的な内容を確実に定着さ

せ、一人一人の資質や能力を十分伸長

するように努める。 

人権教育に関する指導の実態把握 

・生活指導の共通理解、実践 

・スクールカウンセラーとの連

携 

・学校・家庭・地域の連携 

学校の教育目標 
人権尊重の精神に基づき、心身ともに健

康で知性と感性に富み、社会連帯意識や

国際的視野をもった人間性豊かな児童の

育成を目指す。 

 

  ・考える子 ・思いやりのあ

る子 ・じょうぶな子 ・やり

ぬく子 

目指す児童・生徒像 
自他の生命を尊重することができる。 

勤労の意義や尊さを知り、進んで国家に

役立ち、さらに地球環境のために自分の

責任を果たすことができる。 

学年・学級経営 

・人権教育に関わる学級経営の目標を設定し、具現化する。 

・一人一人の個性や能力を生かし、学級の一員としての存在感を味わえるようにする。 

・学級における人権上の課題の解決を図り、望ましい人間関係を育成する。 

・言語環境の適正化を図り，教育環境を整備する。 

・家庭・地域社会等との連携・協力を図り、信頼関係を深める。 

日常的な指導 

・学級目標を作る際には、人権教育を視野に入

れる。 

・掲示物の内容や取り扱いには配慮する。 

人権教育の年間指導計画作成のための方針 

・教師と児童の信頼関係を築く。  

・児童一人一人のよさを認める。 

・児童が主体的に参加できる交流活動や体験活動などを積極的に取り入れる。 

教職員の研修 

・生活指導研修会 

・教育委員会における研修会 

校種間の連携 

・近隣の中学校と連携を図り、人

権教育の系統的・継続的な実践

に努める。 

家庭・地域との連携 

・学校公開、道徳地区授業公開

講座 

・保護者会 

・学校説明会 

普遍的な視点からの取組と個別的な視点からの取組 
・生命がかけがえのないものであることを知り、自他の生命を尊重する心情や態度の育成を行う。 

・様々な人権課題に関わる差別意識の解消を目指して指導する。 

教科等の指導 
〈国語〉適切に表現する能力を育成し、伝えあう力を高める

とともに、思考力を養う。 

〈算数〉筋道を立てて考える能力を高める。 

〈道徳〉思いやりの心をもち、自他の権利を大切にし進んで

義務を果たす心情や態度を養う。 

人権教育を通じて育てたい資質・能力 （知識的側面、価値的･態度的側面、技能的側面） 
【知識的側面］ 

・自由、責任、正義、平等、尊厳、権利、義務、相互依存性、連帯性等の概念への理解 

【価値的・態度的側面】 

・自己についての肯定的態度 

【技能的側面】 

・他者の痛みや感情を共感的に受容できるための想像力や感受性 


